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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
九
十
二
号

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
貨
物
自

動
車
運
送
事
業
者
が
従
業
員
に
対
し
て
指
導
及
び
監
督
を
行
う
た
め
に
講
じ
る
べ
き
措
置
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
十
八
年

十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
十
八
年
九
月
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

北
側

一
雄

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
第
十
条
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
が
従
業
員
に
対
し

て
指
導
及
び
監
督
を
行
う
た
め
に
講
じ
る
べ
き
措
置

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
条
第
七

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
１
に
掲
げ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
２
に
掲
げ
る
内
容
に
つ
い
て
、
３
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
し
つ

つ
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
従
業
員
に
対
し
て
指
導
及
び
監
督
を
行
う
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

１

目
的

こ
の
指
針
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
（
以
下
「
事
業
者
」
と
い
う
。
）
が
、
運
転
者
に
対
す
る
指
導
及
び
監
督
そ
の

他
の
輸
送
の
安
全
の
確
保
に
係
る
措
置
を
一
層
確
実
に
行
う
た
め
、
全
従
業
員
に
対
し
て
、
組
織
的
に
、
効
果
的
か
つ
適
切

な
指
導
及
び
監
督
を
実
施
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

効
果
的
か
つ
適
切
な
指
導
及
び
監
督
の
実
施
に
必
要
な
措
置

参考添付(第二条関係）
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事
業
者
は
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
運
営
に
お
い
て
輸
送
の
安
全
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
徹
底
さ
せ
る

（１）
た
め
、
輸
送
の
安
全
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
的
な
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
全
従
業
員
に
対
し
て

周
知
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者
は
、
基
本
的
な
方
針
に
基
づ
き
、
事
故
件
数
、
輸
送
の
安
全
に
資
す
る
機
械
器
具
の
導
入
状
況
そ
の
他
の
輸
送

（２）
の
安
全
に
関
す
る
具
体
的
な
目
標
を
設
定
し
、
当
該
目
標
の
達
成
に
向
け
て
適
切
に
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
業
者
は
、
従
業
員
に
対
す
る
教
育
及
び
研
修
を
体
系
的
に
実
施
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（３）

事
業
者
は
、
事
故
、
災
害
等
に
関
す
る
報
告
、
自
社
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
が
運
転
中
に
他
の
自
動
車
若
し
く
は

（４）
歩
行
者
等
と
衝
突
し
、
又
は
接
触
す
る
お
そ
れ
が
あ
っ
た
と
認
識
し
た
実
例
（
い
わ
ゆ
る
「
ヒ
ヤ
リ
・
ハ
ッ
ト
体
験
」
）

、
事
故
の
防
止
を
図
る
上
で
効
果
的
な
事
例
そ
の
他
の
指
導
及
び
監
督
に
資
す
る
情
報
の
伝
達
が
適
切
に
行
わ
れ
る
よ
う

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

効
果
的
か
つ
適
切
な
指
導
及
び
監
督
の
実
施
に
当
た
り
配
慮
す
べ
き
事
項

事
業
者
は
、
指
導
及
び
監
督
を
効
果
的
か
つ
適
切
に
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
配
慮
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
。

適
切
な
組
織
体
制
の
整
備

（１）
①

複
数
事
業
者
間
の
連
携
等

相
互
に
密
接
に
関
連
す
る
他
の
事
業
者
が
あ
る
場
合
に
は
、
基
本
的
な
方
針
の
統
一
、
教
育
及
び
研
修
の
共
同
実
施
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等
に
よ
り
緊
密
に
連
携
を
図
る
こ
と
。

②

事
業
者
内
部
の
透
明
性
の
確
保

基
本
的
な
方
針
の
策
定
や
目
標
の
設
定
等
に
当
た
り
、
経
営
の
責
任
者
と
従
業
員
に
よ
る
意
見
交
換
等
を
十
分
に
行

う
こ
と
。

輸
送
の
安
全
に
関
す
る
施
策
の
効
果
的
な
実
施
等

（２）
①

効
果
的
な
目
標
の
設
定

輸
送
の
安
全
に
関
す
る
目
標
の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
全
体
の
目
標
に
加
え
、
個
々
の
事
務
所
そ
の
他
の
営

業
所
に
お
け
る
目
標
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
当
該
目
標
を
達
成
し
た
場
合
に
は
、
そ
れ
よ
り
高
い
目
標
を
設
定
す
る

こ
と
。

②

参
加
・
体
験
・
実
践
型
の
教
育
及
び
研
修
の
実
施
等

教
育
及
び
研
修
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
と
な
る
従
業
員
の
年
齢
、
経
歴
、
能
力
等
に
応
じ
た
具
体
的
な

計
画
を
作
成
し
、
具
体
的
な
事
例
を
解
決
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
手
法
や
、
グ
ル
ー
プ
討
議
等
の
手
法
を
取
り
入
れ

た
教
育
及
び
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
当
該
教
育
及
び
研
修
を
一
層
充
実
し
た
も
の
と
す
る
た
め
に
そ
の
効
果
の

確
認
を
行
う
こ
と
。

③

指
導
及
び
監
督
の
内
容
の
見
直
し

輸
送
の
安
全
の
確
保
に
係
る
措
置
を
さ
ら
に
高
度
な
も
の
と
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
現
在
の
指
導
及
び
監
督
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の
内
容
の
見
直
し
を
行
う
こ
と
。



貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則

参考添付(第二条関係）

kayo
長方形



国土交通省告示第１２２４号

道路運送法（昭和 26 年法律第 183 号）、道路運送車両法（昭和 26年法律第 185 号）及び貨物
自動車運送事業法（平成元年法律第 83号）を実施するため、自動車運送事業者等が引き起こした
社会的影響が大きい事故の速報に関する告示を次のように定める。

平成２１年１１月２０日 国土交通大臣 前原 誠司

自動車運送事業者等が引き起こした社会的影響の大きい事故の速報に関する告示

１ 旅客自動車運送事業者、貨物自動車運送事業者（貨物軽自動車運送事業者を除く。）特定第２

種貨物利用運送事業者及び自家用有償旅客運送者は、その使用する自動車の事故に関し、報道

機関による報道があったとき又は取材を受けたときその他当該事故の社会的大きいと認められ

るときは、電話、ファクシミリ装置その他適当な方法により、できる限り速やかに、その事故

の概要を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に速やかに速

報するよう努めなければならない。

２ 運輸監理部長又は運輸支局長は、前項の規定による速報を受けた場合は、遅滞なく、地方運

輸局長を経由して、国土交通大臣に進達しなければならない。

附則

この告示は、平成２１年１２月１日から施行する。

参考添付(第三条関係）

y.nagatomi
ハイライト表示




